
 

クラウン・ブリッジ維持管理料について 
 

 

 

  当院では、口の中にクラウンやブリッジを装

着した場合、装着日や部位、維持管理料の

趣旨などを明記した文書を患者様へお渡しし、

クラウン・ブリッジ維持管理料を算定しており

ます。 

 

ご不明な点があれば、主治医にご相談くだ

さい。 
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